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おわりに

はじめに

(以上、本号)

本稿は、アメリカ反トラスト法における垂直的制限規制に関する学説

の研究である O この研究は、日本の独占禁止法における解釈問題に端を

発するものであるが、日本法の研究との関係については、「はじめにJ

と「おわりにJにおいて、簡略に説明するに止めざるをえない。

本研究に先立つ日本法における問題関心は、垂直的制限lを規制する

結果として生じる社会的厚生の変化を、垂直的制限の違法性判断の中に

取り入れるべきか否か、という問題である。ここでは、社会的厚生とし

て、経済効率性や消費者の利益などが念頭にある。垂直的制限の規制は、

独禁法では、一般指定12項と13項が受け持つている。これらはいずれも、

所定の行為要件と共に、「公正な競争を阻害するおそれJ(公正競争阻害

性)があることが要件となっている。現在、学説の多数の支持を得てい

るのは、この公正競争阻害性を、垂直的制限によって市場が持つ競争機

能の発揮が妨げられているか否かによって判断するというものである O

しかし、垂直的制限を規制する結果として生じる社会的厚生の変化をも

考慮要素とすべきかどうか、という問題について検討する必要があると

考えるのである。併せて、考慮要素とすべきであるとすれば、どのよう

なものがそれに該当するのかということも問題となる。
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論説

多数説についてより詳しく述べると、次のようになろう。多数説では、

一般指定12項および13項における公正な競争の阻害とは、事業者相互間

の自由な競争を妨げること、および事業者がその競争に参加することを

妨げることであると説明される。そして、「公正な競争を阻害するおそ

れ」があるか否かは、主として価格競争を制限する効果が生じるか否か

によって判断するものとされてきた。価格競争は、競争機能の発揮のた

めに最も重要な競争類型であると考えるためである。再販売価格維持(再

販)は価格影響があるので公正競争阻害性が認められ違法(実質的に子

会社である場合、真正の委託販売である場合などは、公正競争阻害性な

しとする余地あり)となる。垂直的非価格制限については、個別に判断

されるが、価格競争への影響を中心に Lて公正競争阻害性が判断され

る2。公正取引委員会の流通・取引慣行ガイドラインも同様の内容を定

めている。「公正な競争を阻害するおそれ」は、競争の実質的制限に至

らない程度の競争制限であると、多数説では説明されるが3、この独禁

法における主要な競争影響要件である競争の実質的制限は、市場の競争

が持つ機能が制限されている状態であり、言い換えれば市場支配力とい

う競争圧力からある程度逃れて取引条件(特に価格)を設定する事業者

の力が形成、維持または強化されることであると理解されている。

上述のように、多数説では、垂直的制限を規制する結果どのような社

会的厚生が得られるのか又は損なわれるのかということは、公正競争阻

害性の判断において考慮されない4。ブランド内競争を制限するが、消

費者の利益を増加させる効果があるので、公正競争回害性なし、という

ような判断はなされないということである。

社会的厚生への影響を考慮するか否かという問題は、垂直的制限の公

正競争阻害性の有無を判断するときに、経済理論を利用することと関係

している。産業組織論など経済学の研究成果を利用しようとするとき、

規制により生じる社会的厚生の変化の位置づけを検討する必要が生じる

のである。経済理論が利用される場面としてまず挙げられるのは、事実

の問題として、問題となる事業者の行為が競争に与える影響(経済的効

果)を特定する場合である。経済理論に基づいて、垂直的制限の中で特

[3] 北法55(5・364)2218



垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

定の類型に属するものについて、特定の経済的効果が生ずることを推認

することである。しかし、経済理論は、事実問題のみならず、公正競争

阻害性の解釈にも影響を与えることがある。すなわち、採用する経済理

論によっては、「公正な競争を阻害するjに、垂直的制限が行われるこ

とにより特定の社会的厚生が減少する場合を含む、と解釈する必要が生

じることが考えられる。例えば、ある理論を垂直的制限の経済的効果を

説明するものとして採用することにより、消費者の利益が損なわれる場

合を、「公正な競争を阻害するjに当ると解釈することが必要となる場

合である。これは、言い換えれば、消費者利益の減少防止を、垂直的制

限規制の目的の-.--;Jとすることであり、消費者の利益を、垂直的制限規

制によって保護される法益に含めることである。誤解を避けるために付

言すると、経済理論の利用と言うとき、個々の事件において、垂直的制

限を規制することによる社会的厚生の増加または減少を、経済学を使っ

て計算し、数値化して示すことを考えているのではない。そうではなく、

特定の類型に属する垂直的制限については、例えば、消費者の利益を減

少させるものと評価することである。

多数説の見解も、経済理論と無関係ではなく、独禁法において経済理

論を参照することは、今に始まったことではない。しかし、独禁法にお

ける多数説においては、経済理論の利用には積極的であるとは言えず、

垂直的制限の公正競争阻害性の説明においても、経済理論が占める役割

は小さいものである。また、先に見たように、垂直的制限規制の結果生

じる社会的厚生の変化を公正競争阻害性の判断要素とはしていない。こ

れに対して、経済理論の導入に積極的な昨今の学説は、規制の結果生じ

る社会的厚生の変化を重視する傾向にあるのである。

新たな経済理論を取り入れること、およびそれに伴う社会的厚生の取

り扱い問題を検討することの必要性には、消極的理由と積極的理由の二

つがある。消極的理由としては、学説の趨勢を挙げることができる。積

極的理由は、垂直的制限の公正競争阻害性に関する解釈論を改善する可

能性があると考えられることである。
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まず、消極的理内のほうから見る。以下に示すように、我が国の独禁

法学説の中に、経済理論を従来よりも積極的に取り入れようとする傾向

が強まっており、これらを無視することはもはやできない状況に至って

いると思われる。

経済理論を積極的に使用する論者は、以前から少数ではあるが存在し

た。これらは、アメリカのシカゴ学派の影響を受けたものである。アメリ

カの反トラスト法では、経済理論が積極的に利用されるようになってい

る。 1970年代から80年代に勢力を強めた反トラスト法のシカゴ学派は、

厚生経済学の理論に基づいて反トラスト法の解釈理論を構築した。シカ

ゴ学派は、競争そのものよりも、ある行為を反トラスト法で規制するこ

とにより市場にもたらされる配分的効率性の変化によって、違法性を判

断すべきと考える(詳細は後述)。我が固では、この学派の影響を受けた

研究者として来生を挙げることができる。来生は、垂直的制限について

も、配分的効率性と動態効率性という競争の結果生じる厚生変化によっ

て公正競争阻害性を判断すべきと主張する5。しかし、日本ではシカゴ学

派に対する拒否反応が強く、来生説は支持を広げることができなかった。

その後、アメリカでは、シカゴ学派の影響力は以前より低下したもの

の、経済理論を積極的に利用する流れは変わっていない。ポス卜・シカ

ゴの経済学と呼ばれる一群の経済理論など、新しい経済理論が提示され

ており、シカゴ学派よりも精綴な経済分析が行われるようになっているO

現在、これらの理論を取り入れた反トラスト学説が展開されているが、

これらの議論も、配分的効率性など競争の結果もたらされるものに違法

性判断の重心がある O

これに呼応するかのように、我が国の独禁法においても、最近、違法

性判断に経済学の成果を従来よりも積極的に取り入れようとする動きが、

独禁法研究者の中に広がり始めているように思われる。その顕著な例は、

大録の独禁法理論である。大録は、経済理論を正面に出した独禁法解釈

論を展開し、垂直的制限の公正競争阻害性を含めた競争影響の判断は、

配分的効率性(総余剰)の変化によって行うべきと主張している6。他

の例としては、最近刊行された川漬他執筆の独禁法の教科書を挙げるこ

-
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垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

とができる7。従来の教科書よりも経済理論を多く取り上げている。た

だ、この教科書では、垂直的制限を規制する結果生じる社会的厚生の変

化を違法性判断要素とするか否かについては、明確に示されていない80

実務においても、最近、法運用に経済学の成果を生かそうとする動きが

見られる。その一つが、競争政策研究センターの設立である。この研究

機関は、従来よりも公取委と経済学者との連携を深めることを、設立目

的のーっとしている。

このような状況の下で、我が国においても経済理論の取り込みについ

てより掘り下げた議論が必要になっていると言えよう O そして、経済理

論を取り入れようとすると、競争制限行為を規制する結果生じる社会的

厚生の変化を違法性判断の考慮要素とすべきかどうかについて検討する

ことが必要となる。

次に、前述の積極的理由について見る。筆者は、経済理論を取り入れ

ながら、多数説を修正することによって、垂直的制限の公正競争阻害性

について妥当な解釈を導くことができるであろうと予想している O 先に

述べたように、多数説も、経済理論と一定の関係を有することは否定で

きない。我が国の多数説は、アメリカ反トラスト法のハーバード学派の

影響を強く受けており、この学派は、厚生経済学の応用分野である産業

組織論を基礎としている。故に、経済理論を取り入れて学説を修正する

ことは可能であると思われる。

先に、垂直的非価格制限のほうから見る。これについては、多数説が以

前から抱える問題点がある。垂直的非価格制限は、通説的見解に従って

も、ブランド内競争とブランド間競争の両方の事情を考慮して公正競争

阻害性を判断する形になっている。この場合、価格競争に影響を与える

かどうかという基準で答えを出すことが難しい事例が生じうる。例えば、

責任地域制である。これは、地域外での競争を完全に制限していないの

で、競争制限の程度は低いというとき、これは、ブランド内競争の制限を

問題としている。同時に、責任地域制には競争促進効果があると考えら

れているが、この競争はブランド間競争を指している。責任地域制は、

北法55(5・361)2215 [6] 



論説

競争制限の程度が弱いとしても、一定範囲の競争を制限していることに

は変わりはなく、価格にある程度の影響を与えることが考えられる。す

ると、ブランド内の価格競争を制限する効果とブランド間の価格競争を

促進する効果という、価格に関するこつの効果が併存することになる。

厳格な地域制限についても、同様の問題を指摘できる。流通・取引慣行

ガイドラインの解説によると、「新規参入者や下位の事業者がJ厳格な

地域制限を「行う場合には、厳格な地域制限が商品の販売促進に寄与し、

メーカー聞の競争(ブランド間競争)を促進させ、市場全体の競争にとっ

てプラスとなる場合もありうる」のである。このような問題に対して、

垂直的制限を規制する結果生じる社会的厚生の変化を公正競争阻害性の

考慮要素に含めることが、一つの解決方法になりうると期待できる。

第二は、再販についてであるO 我が国の再販の議論では、再販は製品

差別化の程度が大きいなど、ブランド間競争が働かない商品に対して行

われるという説明が広く用いられている。このような実態認識に基づけ

ば、ブランド内競争を制限する再販は、常に競争を制限するものである

ことになる9。これに対して、その後の研究により新たな説明理論が提

示されている。こうした研究の進展により、従来の説明が当てはまらな

い事例があるということになった場合、これを公正競争阻害性の判断に

反映させるべきかどうか検討する必要があろう。また、反映させるべき

という結論に至ったとき、価格競争を中心とした競争機能への影響があ

るか否かのみによって違法性を判断するやり方を維持できなくなる可能

性がある。その場合、消費者の利益や配分的効率性などの考慮が必要と

なることも考えられる。

垂直的制限の公正競争阻害性判断において、規制の結果生じる社会的

厚生の変化を考慮要素とするかどうかという問題は、 2条9項や一般指

定にとどまらず、法1条(独禁法の目的)の解釈にも係わるものである。

法l条との関係で言うと、価格競争に影響を与えるか否かは、「公正且

つ自由な競争jの促進(いわゆる独禁法の固有の目的)の問題であり、

配分的効率性や消費者の利益は、「一般消費者の利益を確保するととも

[7] 北法55(5・360)2214



垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

に、国民経済の民主的で健全な発達を促進することJ(いわゆる独禁法

の究極目的)に含まれるものである10。従って、もし規制による社会的

厚生の変化を考慮すべきという結論が出れば、法1条の解釈も変更を迫

られることになるかもしれない。

以上のように、垂直的制限行為を規制する結果生じる社会的厚生の変

化を公正競争阻害性判断の考慮要素とすべきか否かという問題は、大き

な広がりを持つ問題であり、容易に答えが出せる問題ではないと思われ

る。本稿は、研究の第一歩として、問題解決の糸口を、アメリカの反ト

ラスト学説の中に探ろうとするものである。

第1章課題の設定

第1節問題の所在

アメリカでは、配分的効率性や消費者の利益など、垂直的制限規制の

結果として生じる社会的厚生の変化は、反トラスト法の目的の問題とし

て論じられている。垂直的制限に限定するのではなく反トラスト法一般

の目的についての議論があり、これと関連付けて垂直的制限の反競争的

効果を論ずることがなされている。そこでは、垂直的制限の反競争的効

果は、垂直的制限の経済的効果に関する議論があり、それが反トラスト

法の目的に反するか否かが論じられることになる。アメリカには、この

種の学説の蓄積が相当程度存在する。

そこで、本稿では、上述のような学説を分析対象として、次のような課

題を設定する。すなわち、反トラスト法の目的に関する考え方と、垂直的

制限の経済的効果に関する認識が、垂直的制限の反競争的効果の評価に

いなかる影響を与えているかについて検討する、というものである。反

トラスト学説では、反トラスト法の目的として、経済的目的を中心に据

える考え方が主流となっている。これらの学説においては、経済的効果

の議論では経済理論が重要な役割を果たしており、反トラスト法の経済

的目的については、反トラスト規制により生じる社会的厚生の変化に重

点が置かれる。本稿の関心は、こちらのほうにある。事業者の自立性の確

北法55(5・359)2213 [8] 



論説

保などの政治的または社会的目的を重視する学説も存在するが、現在は

少数派となっている。しかし、経済的目的を中心に据える学説の中にも、

垂直的制限の反競争的効果について見解の対立が存在する。ともに経済

的目的を重視し、違法性の議論おいて経済理論を取り入れているにもか

かわらず、一方は、垂直的制限は基本的に競争促進的であると主張し、

他方は、垂直的制限には競争制限的なものが多数存在すると主張する。

本稿は、この対立に着目して、このような対立が生じる原因が、反トラス

ト法の目的に関する考え方の違いにあるのか、それとも垂直的制限の経

済的効果に関する認識の違いにあるのか、について検討するものである。

検討の対象とする論文は、シルベニア事件の連邦最高裁判決より後に

書かれたものである。この判決は、 1977年のもので、垂直的制限に関す

る判例の大きな節目となる判決で、ある。この判決を境に、連邦裁判所の

判例は、シャーマン法 l条に違反する垂直的制限の範囲を狭くする方向

に向かった。シルベニア判決11により垂直的非価格制限は、それまで当

然違法とされていたのが、合理の原則によって判断されることに変わり、

ほとんどの事件が違法性なしと判断されるようになった。最低再販売価

格維持は、モンサント判決12とシャープ判決13により違法となる範囲が狭

められた。

シルベニア判決に刺激され、学説の議論も活発化した。連邦最高裁の

この方向転換の理論的正当性を支えたのは、シカゴ学派の理論であった。

特に、ポズナーの影響が強かった。垂直的制限は基本的に競争促進的な

ものであると主張する論者たちは、このような実務の流れを歓迎した。

これに対して、コマナー、スタイナー、グライムズなど垂直的制限には

反競争的なものが多いと考える論者たちは、シルベニア判決以来、垂直

的制限を厳しく規制する方向に流れを引き戻すべく、努力を重ねてきた。

彼らは、垂直的制限を競争促進的とする学説を論駁し、これに代わる垂

直的制限の説明を提供した。しかし、未だ、判例の流れは変わっていな

い(但し、司法省や連邦取引委員会は、 1990年代に、規制を強める方向

に変化している)。

垂直的制限をめぐって戦わされるこれらの議論は、複雑であり、錯綜
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垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

しているかの印象を与える140経済的目的とされるものだけを抜き出し

でも複数のものがあり、それらのうちどれを反トラスト法の目的として

選ぶかは学説により異なる。経済的効果に関する判断も同じではない。

本稿は、シルベニア判決以降のこれら学説の対立の構図を、判例との関

連をにらみながら明らかにする。その上で、学説対立の原因について検

討を行う O

第2節検討の対象範囲

第1款前提となる法令と判例

垂直的制限を規制する連邦法は、シャーマン法l条と連邦取引委員会

法5条があるが、本稿では、シャーマン法l条に関する議論を検討対象

とする。垂直的制限に関する学説の多くは、シャーマン法1条を念頭に

置いて議論をしている。

シャーマン法1条は、はがH閉または外国との取引もしくは商業を制

限するすべての契約、 トラストその他の形態による結合または共謀は、

これを違法とするJと定めている。しかし、最高裁判例により、すべて

の「制限Jを違法とするのではなく、「不合理なj制限のみを違法とす

るものとされている 15。制限行為が合理的か不合理かは、それが競争を

制限するものか促進するものかによって判断される。競争を制限する場

合(すなわち反競争的効果を生じさせる場合)、違法と判断される16。本

稿で扱う垂直的制限に関する学説は、この反競争的効果の解釈に関する

ものである。

第2款垂直的制限の種類

本稿で検討の対象とする垂直的制限は、最低再販売価格維持と垂直的

非価格制限(地域制限、顧客制限および販売方法の制限)である。これ

らが、シャーマン法1条に違反する経済的効果を生み出すか否かを問題

とする。最低再販と垂直的非価格制限は、いずれも、製造業者(または

却売業者)が、自分が販売した特定のブランド製品につき、それが流通

の下流にあるディーラー17により販売されるときの条件を拘束する行為
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であり、同一ブランド製品に関する流通業者間の販売競争を弱めようま

たは排除しようとする行為である。日本の多数説は、再販と垂直的非価

格制限を、性質の異なるものとして分けて考えることが多いが、アメリ

カの学説では、最低再販と垂直的非価格制限を一括りの分野として議論

が行われている。以下、これらを狭義の垂直的制限と呼ぶことにする。

最高再販売価格維持は、本稿では取り上げない。最高再販は、狭義の

垂直的制限とは経済的効果が異なるとして、学説では別個に論じられて

いる。また、議論が活発化したのは1997年のカーン判決以降で、まだ論

文の数も多くはない。狭義の垂直的制限と比べて議論が未成熟である。

幾つかの異なる見解が提示されているが、学説の対立の構図を明らかに

できる段階ではない。このようなことから、本稿で検討対象とすること

は適当でないと判断した。

抱き合わせ販売と排他取引 (exclusivedealing)も垂直的制限と呼ばれ

ることがあるが、本稿の対象外である。抱き合わせ販売と排他取引は、

垂直的関係にある事業者間の行為ではあるが、ブランド間競争を制限す

ることを内容とする取り決めである。従って、ブランド内競争を制限す

ることを内容とする狭義の垂直的制限とは、競争に与える影響が異なり、

学説でも異なる領域のものとして扱われている180

更に、最低再販と垂直的非価格制限は、事業者の結合の形態から三つ

に分類できるが、本稿が検討対象とするのはそのうちの一つの類型のみ

である O 三つの類型とは、第ーが、製造業者一社と複数のディーラーか

らなり、製造業者とディーラーの聞には協定があるが、ディーラー聞に

は協定がない場合である。以下、これを「純粋な垂直的制限jと呼ぶこ

とにする190 これは、外形的には、製造業者が主導権を握り、ディーラー

の販売活動を拘束するものである。第二は、ディーラー聞にも協定があ

る場合である(ディーラー・カルテル)。これは、ディーラーが共謀し

て互いに販売活動を拘束し、カルテルを補強する役割を製造業者に要請

するものである。第三は、製造業者の価格カルテルの実効性確保手段と

して、カルテルに参加する各製造業者が最低再販を行う場合である。本

稿では、純粋な垂直的制限のみを検討対象とする。他の二つの類型は、

l
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垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

垂直的な制限を含んでいるものの、競争者間の水平的な競争制限を本質

とするものであり、シャーマン法上も水平的制限として扱われる。ディー

ラー・カルテルにおいては、垂直的制限との類似性が問われることもあ

るが、本稿ではこの問題には踏み込まない。以下本稿では、単に垂直的

制限と記す場合、純粋な垂直的制限を意味するものとする。

第3款反トラスト法の目的

先に述べたように、本稿の関心は、反トラスト法の目的として経済的

目的を中心に据える学説にある。従って、政治的または社会的目的も重

要視する立場から垂直的制限を論じた学説もあるが、本稿では取り扱わ

ない。

反トラストj去の目的は何かということは規範的な問題である O 反トラ

スト法がいかなる利益または価値を保護すべきと命じているかというこ

とである O そして、垂直的制限が行われることによって反トラスト法の

目的に反する事態が発生するときに、その垂直的制限は、反競争的であ

ると判断されるのである。

我が国の独占禁止法には、非常に抽象的な文言ではありながら、第 1

条に目的規定が置かれているが、アメリカの反トラスト法には目的規定

はない。我が国独禁法の目的規定も抽象的なもので、解釈の余地が多分

にあるが、目的規定を持たないアメリカの反トラスト法においては、よ

り多様な解釈が可能になる。反トラスト法の目的が何であるかは、条文

に基づく体系解釈や立法資料に基づく法の解釈によって導き出されるこ

とになる200 このような目的が容易に特定しがたい事情のもとでは、反

トラスト法には多様な目的があるとする解釈が現れることは、容易に想

{象できる。

政治的目的を重視する考え方は21、かつては主流を占めていたが、学

説においても判例においても現在少数派となっている22。政治的目的に

は、事業者の自律性の確保、小規模事業者の保護、経済的力の過度集中

の防止などが含まれる230垂直的制限の違法性判断においては、小規模

小売業者の保護が重要視される。かつては有力に主張されたが24、学説
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も判例も次第に経済的目的を重視する方向に変化してきた。現在でも、

小規模事業者保護の観点から垂直的制限の議論する学説があり、個人事

業主であるフランチャイジーの保護を力説するものなどがある。しかし、

産業構造が、かつての多数の小規模事業者により構成されるものから大

規模事業者から成る寡占状態に変化し、経済社会の有権者が小規模事業

者から消費者に移っている現在では、反トラスト法による小規模事業者

の保護は支持を失っている。

経済的目的を中心に据える学説は、遅くとも1960年代には数を増やし

始めていた。現在は、この考え方が大勢を占めている。反トラスト法の

経済的目的には、配分的効率性を高めること、消費者利益を保護するこ

と、動態効率性を高めることなどが含まれる。

第3節本稿の構成

第2章では、学説の分類を行う。後述するように、垂直的制限に関す

る学説を、垂直的制限は競争促進的と主張する只乗理論派と、反競争的

なものが多いと主張する反只乗理論派に分ける。反トラスト法の目的に

ついてもここで説明する。

第3章から 5章までは、只乗理論派の検討である。第3章では、テル

サーとポズナーの只乗理論について見る。これらは、古典的只乗理論と

呼ばれることがある。テルサーは、再販がディーラー・サービスへの只

乗りを防ぐことにより市場に供給される商品を増加させる場合があるこ

とを示した。ポズナーは、この理論を取り入れて垂直的制限が競争促進

的であることを強く主張した。第4章では、ポズナーの只乗理論が連邦

裁判所の判例に与えた影響について検討する O 最高裁は、 1970年代末か

ら、垂直的制限に対する態度を変えた。それまで垂直的制限は当然違法

であるとしてきたが、 1977年に垂直的非価格制限には合理の原則を適用

することとして、 80年代には、再販の共謀認定基準を厳格化し、再販を

違法とすることを難しくした。この方向転換を理論面で支えたのが只乗

理論であった。第5章では、垂直的制限に対して寛容な判例が出た後の、

只乗理論の展開を見る。古典的只乗理論は、幾つもの理論的欠陥が指摘

[13] 北法55(5・354)22D8 



垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

されている。ここでは、古典的只乗理論の欠点の幾っかを克服しようと

したマーベルとマカファテイの理論およびクラインの理論を取り上げる。

次に、取引費用論を用いて只乗理論を補強しようとする試みがなされる

ようになったので、これについても検討する。

第6章から 8章は、反只乗理論派に関するものである。第6章では、

只乗理論を批判する議論について見る。只乗理論の欠陥を指摘する議論

は多数あるので、ポズナー、マーベル、クラインの各只乗理論に対して

いかなる批判がなされているのか整理する。第7章と 8章は、垂直的制

限の反競争的効果に関する議論を追う。反只乗理論派は、垂直的制限か

ら反競争的効果が生ずることを説明する幾つもの議論を提示している。

そのうち、第7章では、消費者利益への影響を基準に反競争的効果を論

ずるもの、第8章では、配分的効率性または動態効率性への影響を基準

に反競争的効果を論ずるものを取り上げる。

第9章で、第2章から 8章までの学説の検討をふまえて、学説が対立

する原因について検討する。

第2章対立するこつの学説群

第1節ニつの考え方

最低再販と垂直的非価格制限に関する論文は相当数にのぼる25。これ

らを、反トラスト法の目的に関する考え方の違いと垂直的制限の経済的

効果に関する考え方の違いに着目すると、二つに分けることができる。

垂直的制限はすべて又はほとんど競争促進的であるとする学説を、ひと

まとめにして只乗理論派と呼ぶことにする。これはシカゴ学派を中心と

する集団で、配分的効率性を高めることを反トラスト法の唯一のまたは

最も重要な目的であると考えること、および垂直的制限の経済的効果を

説明するのに只乗理論を用いることに特徴がある。経済的効果の分析は、

市場の不完全性(完全競争市場と現実市場との誰離)を小さいとする見

方に立って行っている。

これに対して、垂直的制限には反競争的なものが多いと主張する学説
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をまとめて、反只乗理論派と呼ぶことにする。反只乗理論派は、反トラ

スト法の目的は複数の経済的目的から成ると考えるのであり、配分的効

率性に特別の地位を与えない。若干、消費者利益の保護のほうに重心が

寄っているように見える。経済的効果の問題については、只乗理論の論

駁に力を注ぎ、同時に、垂直的制限を説明するための只乗理論に代わる

理論を幾っか提示している。市場の不完全性は大きいという考え方を土

台としている。

第2節只乗理融派の考える反トラスト法の目的

第1款配分的効率性

第1章で触れたように、当初は、反トラスト法には政治的目的と経済

的目的と両方があり、経済的目的に劣らず政治的目的が重要であると考

えられていた。これに異を唱え、反トラスト法の目的は、配分的効率性

を高めることただーっと主張したのがシカゴ学派である。政治的目的の

存在を否定し、経済的目的も配分的効率性を高めることのみに限定した

のである。本稿で只乗理論派と呼ぶ集団は、このシカゴ学派を中心とし

ており、配分的効率性を高めることが唯一または最も重要な反トラスト

法の目的であると考える者から成っている。

シカゴ学派を代表する論客は、ボーク、ポスナーおよびイースターブ

ルクである。シカゴ学派は、新古典派のミクロ経済学(価格理論)に強い

信頼を置き、これに基づいて法的議論を構築する26。そして、配分的効率

性の低下を防ぐことが反トラスト法の唯一の目的であると主張する270

配分的効率性は、総余剰の増減によって測定される。そして、ある行為が

総余剰を減少させない場合、反競争的効果なしと評価するのであるmemo

反トラスト法の目的としての配分的効率性は、配分的効率性を基本と

しながらこれに生産効率性を加味して算出されるものである300すなわ

ち、生産効率性が高まることにより増加した余剰も総余剰の計算に含め

るのである。シカゴ学派は、このような総余剰によって測定される効率

性を経済効率性と呼ぶことがある。

従って、シカゴ学派は総余剰を増加させることを反トラスト法の唯一

(15) 北法55(5・352)2206



垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

の目的とすると表現するのが正確であるが、反只乗理論派との比較を行

う便宜上、本稿では「配分的効率性jのほうを用いる。反只乗理論派も

反トラスト法の目的のーっとして配分的効率性を挙げているが、反只乗

理論派に含まれる学説の場合、「配分的効率性jを生産効率性を含まな

い意味で用いている可能性がある。この点については、反只乗理論派の

論文から明確に読み取ることはできない。論者によって異なる可能性も

ある。しかし、垂直的制限の議論では、垂直的制限による産出量の減少

によって生じた総余剰の減少分を、垂直的制限により生産効率性が高

まったために生じた余剰の増加分が埋めるという議論はなされていない。

シカゴ学派は、垂直的制限が産出量を増やすことにより総余剰を増加さ

せると主張するのである。従って、シカゴ学派のほうも配分的効率性と

いう文言を用いても、学説の分析には支障はないと考える。

総余剰は、消費者余剰と生産者余剰の和として定義される O シカゴ学

派は、この総余剰を、杜会の厚生または富を測る尺度であるとする。この

場合、余剰が誰にどれくらい分配されているかは問題とならない。ある

者は大きな余剰を得、ある者はわず、かな余剰しか得られないかもしれな

い。また、事業者のある行為がなされた結果、ある者はより多くの余剰を

手にしたのに対して他のある者は以前よりも少ない余剰しか獲得できな

くなるかもしれない。しかし、ポズナーらは、これを問題としない。垂

直的制限が行われた結果、消費者余剰が減少し生産者余剰が増加しでも、

総余剰が減少しなければ、反競争的効果なしとするのである。ポズナー

は、消費者から生産者に富が移転したとしても、社会全体としては損失

はないと言う。日く、「なぜなら、消費者の損失は生産者の利得によっ

てちょうど相殺されるのであり、両者はともに社会の構成員であるJ310

しかし、シカゴ学派は、消費者を犠牲にして企業が利益を得ることを

容認するとは言わない。シカゴ学派は、総余剰を消費者厚生と呼ぶ。こ

れには、次のような説明がなされることがある。シカゴ学派の議論は、

厚生経済学に基づくものであるが、総余剰を社会的厚生の尺度とする厚

生経済学では、生産者余剰は「すべて、企業の所有者である消費者たち

の家計に分配され、そのぶんだけ消費者の効用を高めるJ32と説明されて
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いる330 このように、ボークやポズナーが用いる消費者厚生という概念

は、一般に言う消費者の利益とは異なるのだが34、シカゴ学派は、消費

者の利益を表すものであると説明するのである。

第2款 ウィリアムソンの位置付け

ここで、ウィリアムソンについ言及しておく。本稿は、ウィリアムソ

ンを、反トラスト法の目的に関しては、シカゴ学派と同様、配分的効率

性のみを問題とする学説として扱う。ウィリアムソンは、通常ハーバー

ド学派に分類されるようであり 35、例えば合併の違法性判断においては、

効率性以外の要素も考慮する立場をとっているお。しかし、垂直的制限

の議論に関する限り、ポズナーらと同様、配分的効率性の高低を反競争

的か否かの判断の基準とし、これで足りると考えていると思われる。

配分的効率性で判断するという考えは、ウィリアムソンの著作に明示

されているわけで、はないが、彼の著作から読みとることができる。例え

ば、ウィリアムソンは、「取引コスト分析は、標準的ミクロ理論の代替

理論というよりは、むしろ補完理論なのであるjと述べる37。これは、

取引費用に基づく政策提言が、厚生経済学と同様の基準を用いて社会的

厚生の増減を判断するものであることを推測させるものである O

参考として、商品流通にも関係する価格差別に関するウィリアムソン

の説明を見ると、ここでも配分的効率性が高まるか低下するかを社会的

厚生の基準としていることが分かる。彼によると、完全に価格差別を行っ

ている独占企業は、「販売される最後の単位に支払われる価格が限界コ

ストにちょうど等しくなるまで、産出量を供給するインセンティブをも

っ」。つまり、完全な価格差別を行う独占企業は、「産出量を社会的に最適

な水準まで拡大するjのであり、そうでない独占企業よりも多くの商品

を供給することになる。これについて、ウィリアムソンは、「その過程で

所得配分は(おそらく反対を引き起こすような方法で)影響を受けるが、

産出量の歪みはなくなり、資源配分効率性は改善される」と述べる380

完全に価格差別された状態とは、消費者余剰がなくなる状態であるが、

ウィリアムソンは、このような状態でも、競争がある場合と同じ数だけ
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垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

商品が市場に供給されれば、競争政策上問題はないと考えるのであろう。

第3款ホーベンキャンプの位置付け

第3章以下の学説の分析では、ホーペンキャンプを取り上げていない

が、垂直的制限について一定の見解を示しており 39、また反トラスト法

の目的に関する論考を著しているので、ここで見ておきたい。ホーペン

キャンプは、反トラスト法の研究者としては、通常ハーバード学派に分

類される40。ここから考えると垂直的制限に関する議論において反只乗

理論派に属することになりそうである。しかし、只乗理論派に分類する

のが妥当である。これは、ホーペンキャンプが垂直的制限が違法となら

ない範囲を比較的広くとる点からのみではなく、彼の反トラスト法の目

的に関する考え方からも言えることなのである。

ホーペンキャンプは、反トラスト法には複数の目的があり、配分的効

率性に限定できないことを認める410 しかし、反トラスト法に複数の目

的を認める多くの学説は、配分的効率性に特別の地位を与えないのに対

して、ホーペンキャンプは、配分的効率性をとりわけ重視する立場をと

るように見える。例えば、ホーペンキャンプは、次のように述べている。

反トラスト分析が経済的性質を有することは争う余地がないので、資源

配分の効率性を反トラスト法の基本的目的とすることは可能である42。

そして、「反トラスト法体系は、公正問題を他の法領域に割り当てるこ

とにより、政策の『公正Jを保ちながら効率性問題を守るというこの問

題を回避できるかもしれない。J43

ホーペンキャンプは、公正問題を避けることは難しいが、できるなら

ば公正問題を回避したいと考えていると思われる。ホーペンキャンプは、

配分的効率性以外は、すべて富の分配問題として捉える。配分的効率性

以外の目的の実現は、政治的目的であっても、富の分配に影響を与える

ものなので、分配問題に還元できると考えているようである。従って、

公正の問題も分配問題であることになる。そして、「議会は、反トラス

ト法制定にあたって、効率性の問題のみに動機付けられていたわけでは

ないので、反トラスト法体系は、分配問題をうまく避けることはできな
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ぃ」と述べる440 ここからは、できるだけ分配問題を避けたいが、それ

は非常に難しいという認識が読みとれる。このような考え方は、ホーペ

ンキャンプが垂直的制限を違法とすることに慎重になるー原因となって

いると思われる。

第3節反只乗理論派の考える反トラスト法の目的

第1歌複数の目的

反トラスト法の目的については、複数の目的があり、その中には経済

的目的も政治的目的も含まれるとする解釈が、古くは一般的なもので

あった。しかし、 1970年代後半から、シカゴ学派が反トラスト法の世界

で勢力を伸ばした。これにともなって、複数の目的があるとする学説の

中にも、経済的目的を中心に据える考え方をとるものが多くなってきた。

このような考え方をする論者として、本稿で検討の中心に置いているピ

トフスキー、コマナー、グライムズ、スタイナーなどを挙げることがで

きる45・460

経済的目的を中心に据え、複数の目的があるとする学説も、統一され

た形を持っているわけではない。しかし、これらの学説が反トラスト法

の目的と考えるものの中で主だ、ったものとして、 (1)配分的効率性を高め

ること、 (2)消費者利益の保護、および(3)動態効率性を高めることの三つ

を挙げることができる470 配分的効率性の内容については、第2節1款

で述べたように、シカゴ学派との厳密な異同は問わないこととする。総

余剰が増加するときに配分的効率性が高まったと評価されるものと考え

る。消費者利益の保護には、富の不当な移転の禁止48や消費者厚生の確

保として論じられるものがある。富の不当な移転とは、消費者から制限

行為を行った生産者やディーラーに富が移転することである。消費者厚

生の増減によって反競争的か否かを判断するという考え方を提唱するの

は、コマナーである。配分的効率性と消費者の利益の両方を考慮すると

いうことは、事業者の利益にも目を配りながらも、事業者の競争から生

まれた成果が消費者に還元されなければならないという規範的判断を示

すものであろう。
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典型と見られるのは、グライムズの説である。グライムズは、反トラ

スト法の目的として、効率的資源配分の確保、経済発展の促進、富の不

当な移転の抑止を挙げている49。文脈のつながりから、経済発展には技

術革新、つまり動態効率性が含まれると理解できる。

ピトフスキーの議論も、上記の三要素を含んでいる。彼は、反トラス

ト法には、経済的目的と政治的目的の両方があるとしながらも、主たる

目的は経済効率性であるとする。ピトフスキーの言う経済効率性は、「独

占力に起因する配分的非効率を回避し、資源の利用における効率性と進

歩性を高め…公正な土俵で、不必要で望ましくない私的な富の蓄積を最

小化するために、費用に近い価格を設定することjである500

第2款スタイナーの独自の定義

反トラスト法には複数の目的があるとする反只乗理論派の中にあって、

スタイナーは多少趣を異にする。スタイナーは、総余剰を増やすことを

ただ一つの反トラスト法の目的と考えるととれる議論をするのである。

スタイナーは、総余剰ではなく社会的厚生を大きくすることが反トラス

ト法の目的であると考えるのであるが、社会的厚生そのものを量ること

は難しく、最善の代用尺度は総余剰であるとするのである。そして、総

余剰の増減を競争影響判断の基準として議論を進めている。従って、総

余剰の増加を反トラスト法の目的としていると考えてもよいであろう 510

これは、一見すると只乗理論派と同じに見えるが、只乗理論派とスタ

イナーは、総余剰の定義が異なる。スタイナーは、経済学者が通常用い

る生産者余剰と消費者余剰からなる経済モデルは、「製造業者と消費者

の聞に挟まる市場は不活性で完全に効率的である、という非現実的な仮

定を設けることにより、流通における卸売や小売の経路を…無視してい

るJと批判する52。スタイナーの場合、総余剰とは、生産者余剰とディー

ラー余剰と消費者余剰の和である。生産者余剰とは、ディーラーへの卸

売価格から生産費用を百|いたものであり、ディーラー余剰とは、小売価

格から卸売価格と販売に要する費用を引いたものである。

スタイナーは、上記のように定義された総余剰が増加する場合、効率
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的であると表現する。効率性には、配分的効率性と動態効率性があるが、

スタイナーは、動態効率性のほうにより大きな重要性を見出しているよ

うに見える。スタイナーは、動態効率性が高まることにより社会にもた

らされる利益は大きいと考えているのである。これは、配分的効率性を

問題にするシカゴ学派とは対照的である53。また、同じ反只乗理論派に

属するグライムズらも、動態的側面も考慮するとはいえ、相対的に配分

的効率性のほうに重点を置いている。

第3款 目的の教と観争影響判断

反只乗理論派は、反トラスト法には目的が複数あると考えるので、違

法性判断において利益衡量をしなければならい事態が生ずる可能性が考

えられる。すなわち、一つの垂直的制限から、ある反トラスト法の目的

の実現には適う効果と他の目的には反する効果が同時に生じる場合であ

る54。しかし、反只乗理論派の論文では、利益衡量が必要な具体的事例

は挙げられていない。例えば、ピトフスキーやグライムズは、利益衡量

がなされる可能性を示唆しながらも、具体的にどれとどれをどのように

衡量するのかについては説明していない。配分的効率性を高めるという

目的と富の不当な移転を防ぐという目的の関係についてみると、利益衡

量が必要となる具体的な事例の存在はまだ指摘されていない。動態効率

性を高めるという目的と配分的効率性を高めるという目的についても、

両立しない場合があるのか否か明確にされていない。

従って、本稿では、反只乗理論派の議論において利益衡量が必要な事

例が存在することを想定しない。すると、反トラスト法の目的のうちど

れか一つに違反する経済的効果が明らかになれば、その垂直的制限は違

法となると考えて議論を進めることが可能となる。第 7章と 8章で、反

只乗理論派の反競争的効果に関する議論を、消費者利益の減少に関する

もの、配分的効率性の低下に関するもの、および動態効率性の低下に関

するものの三つ見分けて検討しているが、そこで列挙されている個々の

経済的効果の説明は、そのままその効果を有する垂直的制限が違法であ

るとの主張につながることになる。その垂直的制限から、他の反トラス
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ト法の目的に適う経済的効果が生じるか否かを調べることなく違法か否

かの判断をしてもよいということである。故に、本稿では、反只乗理論

派の論者毎に競争影響判断のまとめを示すことはしない。

第3章只乗理論派(1)一一古典的只乗理論

本章では只乗理論なかでも初期のものについて見る。テルサーにより

生み出された只乗理論は、ポークやポズナーなどのシカゴ学派の支持を

得て、垂直的制限の競争促進効果を説明する理論として広く知られるよ

うになった。

只乗理論は、垂直的制限が配分的効率性を高めることを説明する理論

である。テルサーの只乗理論は適用範囲が最低再販に限定されていたの

に対して、ポズナーは、この理論を用いてすべての垂直的制限を説明し

ようとした。テルサーとポズナーの理論は、その後に発表されたマーベ

ルやクラインの只乗理論と対比して、古典的只乗理論と呼ばれることが

ある550

これらの理論は、判例にも学説にも大きな影響を与えたのであり、肯

定的に評価するにせよ批判するにせよ、垂直的制限を論ずる上では言及

しないわけには行かない存在となっている。

第1節テルサーの只乗理論

只乗理論の中では最初のものが、テルサーの只乗理論である。テルサー

がこの理論に関する論文を発表したのは1960年、シルベニア判決が出る

17年前である560rなぜ、製造業者は公正取引 (faretrade)を欲するかJと
題されたこの論文は、製造業者が主導して最低再販売価格維持が行われ

る理由を解明しようとするものである。この論文は、規範的問題すなわ

ち再販が反競争的効果を持っか否かの問題には触れていない。実証的分

析を行った論文である。このテルサー論文では、製造業者が単独で再販

を行う場合と、複数の製造業者が共謀して再販を行う場合の分析がなさ

れている。このうち前者に関する分析において提示されたのが只乗理論
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である。

まず、テルサーは、製造業者により再販が行われるのはいかなる場合

かを考える。そして、製造業者が再販を用いうるのは、製造業者の販売

する「製品が経済的側面において競合する製品から差別化されているた

め」、製造業者が「その製品の価格に対しである程度の独占的制御力を

持っているJ場合であるとする。その他の場合、すなわち、製造段階の

価格が影響を受けることなく小売業者への販売数量を決定で、きる場合と、

市場が競争的である場合は、再販は行われないとする O なぜなら、前者

の場合、製造業者は再販を行う必要はないし、後者の場合、製造業者は、

供給量を変えることにより価格を操作することができないからである570

次に、テルサーは、小売りの販売量が、小売価格と小売業者が提供す

る特別サービスに依存して決まる製品を想定する。この特別サービスと

は、通常の商品販売では行われない特定商品のみを対象としたサービス

であり、製品が販売される前に顧客に提供されるものである。具体的に

は、庖員による顧客への商品説明などである。更に、この製品の販売量

は、小売価格に反比例し、特別サービスに比例すると仮定する580

この想定のもとでは、テルサーによれば、この製品を特別サーピスと

ともに小売業者に販売してもらうためには、製造業者は再販売価格維持

を行う必要がある。小売業者には多様な形態のものがあるが、すべての

小売業者に特別サービスを提供させるには、一律に再販売価格を拘束し、

小売業者に特別サービス提供に要する費用を保証することが必要である

というのである。これは、次のような理屈である。ある製品について、

特別サービスを提供する小売業者は、特別サービスを提供する費用を上

乗せした価格で当該製品を販売しなければならない。反対に、特別サー

ビスを提供しない小売業者は、サービスの費用を負担する必要がない分、

安い価格で販売することができる。小売価格の下限を設定しない場合、

小売業者の中には、特別サービスを提供せずに、低価格で販売するもの

が現れる。このとき、特別サービスを提供して当該製品を販売する小売

業者は、この安売り業者に顧客を奪われる。これが、安売り小売業者に

よる他のディーラーが提供する特別サービスへの只乗りである。その結
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果、特別サービスがほとんど又はまったく提供されなくなり、この製品

の販売量は減少する。製造業者は、再販売価格を拘束することにより、

特別サービスを提供せず低価格で販売する動機を取り除くことができる。

従って、再販を行えば、小売業者はサービスを提供して競争することを

強いられる590

この只乗理論は、製品差別化されたすべての製品に当てはまるわけで与

はない。テルサーによれば、特別サービスを必要とするのは、新製品と

購入頻度が低い製品である。これらの製品は、いずれも消費者に十分知

られておらず、庖頭での販促活動が有効で、ある。新製品については、製

造業者が直接消費者に向けて全国規模の宣伝活動を行う方法もある。し

かし、テルサーは、そのような宣伝活動は、消費者に製品の利点を納得

させるには不十分な場合もあると言う。その一方で、テルサーは、小売

業者によるサーピスに代わるものがほとんどなかった1920年代に比べて、

ラジオやテレピが登場したそれ以降の時代においては、製造業者が再販

を利用する動機が弱まっている可能性をほのめかしているω。

テルサーは、再販と同ーの只乗り防止効果を有する代替手段について

検討している。その結果、実施費用がかかりすぎ代替手段として使えな

い場合もあると結論付けている。テルサーは、三つの代替手段を取り上

げ、次のように述べる。第ーは、製品と特別サービスの価格を別にし、

特別サービスは、その提供を望む消費者にのみ提供する方法である。し

かし、提供したサービスの量に応じて価格を決定することは非常に費用

がかかり、十分な市場規模がない場合、この方法は採算に合わない610

第二は、特別サービスを提供する小売業者と提供しない小売業者で、卸

値を変えることである。この場合、特別サービスを提供するふりをして

他の小売業者に製品を横流しするおそれがあり、製造業者は、小売業者

が特別サービスを提供しているかどうかを監視しなければならない。こ

れに対して、最低再販の場合、価格を監視すればよいので、実施費用が

より少なくて済む620 第三の方法は、特別サーピスを提供しない小売業

者には製品の販売を拒否する、というものである。しかし、この場合、

サービスを提供する小売業者に報酬を支払う仕組みを用意する必要があ
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り、それは、小売業者に直接支払う仕組みが持つ欠点を持たないもので

なければならない63。以上の代替手段の議論は、代替手段の存在を全否

定するものではなく、よりよい代替手段がない可能性の存在を示すに止

まるものである。しかし、論文の調子からは、テルサーが、代替手段が

ない場合が多いと認識していることが窺える。

第2節ポズナーの只乗理論

テルサーが只乗理論の論文を発表したことを受けて、シカゴ学派は、

垂直的制限を全面擁護する(すなわち、シャーマン法 l条に違反しない

とする)論陣を張った64。議論の中心となったのは、言うまでもなくボー

クとポズナーである650前の節でも述べたように、シカゴ学派の垂直的

制限の議論では、ポズナーの論文が代表的なものである。

ポズナーは、製造業者が一方的に行う最低再販に限定されていたテル

サー理論を垂直的非価格制限にも拡大する66。すべての垂直的制限を只

乗理論で説明しようとするのである670 そして、純粋な垂直的制限は、

総余剰を増加させるものであるから反トラスト法の目的に適うのであり、

故に反競争的効果を生じさせることはなく、従ってシャーマン法 l条に

違反しないと主張する680

第1款配分的効率性を高めるという観明

垂直的制限が配分的効率性を高める、すなわち総余剰を増加させると

いうのは、次のような論理による O すなわち、垂直的制限は、対象とな

る製品の販売量を増加させるものであり、このようなーブランド製品の

産出量が増加すれば、その製品が属する市場における総余剰が増加する

ということである。

まず、垂直的制限が対象となる製品の販売量を増加させる理屈のほう

から説明する。この説明に使われるのが、只乗理論である。ポズナーは、

テルサ}理論を垂直的非価格制限にも適用し、垂直的制限とは、ディー

ラーが他のディーラーが提供する特別サーピス(ポズナーは、販売前サー

ピス (presaleservice) と呼ぶ)に只乗りすることを防止するための手段
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であるとする。只乗りを防ぐことにより、ディーラーは、特別サーピス

提供のための資金を確保できるので、十分なサービスが顧客に提供され

るようになり、対象製品の販売量が増えることになるという。

垂直的制限が特別サーピスへの只乗りを防止する事例として、ポズ

ナーは、ジェネラル・モーターズ事件69を取り上げている。この事件を、

ポズナーは、シルベニア事件に類似する事例であると考える。この事件

の事実関係は、次のようなものである。 1950年代の末、ロサンゼルス市

の安売り屈は、シボレーの新車をシボレーのフランチャイズ・ディー

ラーよりも安い価格で販売していた。これらの安売り屈は、岡市にある

一部のシボレー・ディーラー(以下、提携ディーラー)から車を入手し

ていた。その結果、他のシボレー-ディーラーの売り上げが落ちてしまっ

た。これに対して、シボレー・ディーラーで作る事業者団体が、ジェネ

ラル・モーターズ・コーポレイション(以下、 GM)に、提携ディーラー

が安売り庖に新車を供給することを止めさせるよう働きかけた。ディー

ラ一団体の度重なる強い要請を受けたGMは、これに対処して、提携

ディーラーに安売り応と取引することを止めさせた。この事実を捉えて

司法省は、このディーラ一団体とGMの行為がシャーマン法1条に違反

するとして提訴した70。ポズナーは、この事件を次のように理解する。

安売り庖に協力するディーラーは、安売り庖を通して販売する場合特別

サーピスを行う必要がなかったので、安売り庖に魅力的な価格を提示す

ることができたのであり、安売り庖は、特別サービスをほとんど行わな

かったので、小さい利幅で販売することができた710

テルサーが再販の議論で想定する特別サーピスは、庖員が来庖した顧

客に対して商品説明を行うことであった。しかし、ポズナーは、それ以

外の特別サービスがあることを認めている。垂直的非価格制限について、

特別サーピスの内容がこれとは異なる場合として、幾っか例を挙げてい

る。以下では、その例を二つ紹介する。

第ーは、販売促進に多額の初期投資を必要とする場合である。ポズナー

は、消費者に受け入れられなければ無駄になる販売促進のための多額の

初期投資が必要となる新製品を、ディーラーに販売して欲しいと考える
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場合、製造業者は、地域制限を使うことができるとする。無駄となる危

険を負って多額の初期投資をしたディーラーの販促活動によって、この

新製品が市場で成功した場合、このディーラーは、初期投資を回収する

ために一定期間その投資分を上乗せした価格で製品を販売しなければな

らない。しかし、初期投資をしないディーラーが現れ、投資分を割り引

いた価格で販売を始めると、消費者は安く販売するディーラーで商品を

購入するようになり、初期投資をしたデイ}ラーは投資を回収できなく

なる。このようなことが予想されると、その新製品を販売しようという

ディーラーがいなくなってしまう。そこで、製造業者は、その新製品の

販売につき排他的販売地域を与え、ディーラーをブランド内競争から解

放し、投資分を上乗せした価格で販売することを保証するのである720

第二の事例は、コカコーラ事件である。これは、連邦取引委員会法5

条違反が争われたものであるが、ポズナーは、垂直的制限の仕組みを説

明するものとして取り上げている。コカコーラ社は、清涼飲料の原料と

なるシロップや濃縮液を、多数のボトラーに販売しているO ボトラーは、

これを用いてコカコ}ラなどの清涼飲料を作り、これをコカコーラの商

標を付けた瓶に詰めるなどして、与えられた排他的販売地域内の小売業

者に販売する730 ポズナーは、この排他的販売地域は、多くの小売業者

がコカコーラ社の清涼飲料を販売できるようにするために必要なもので

あると理解する。 販売量の少ない小売庖を通して清涼飲料を流通させる

場合、その費用は非常に高く、これをすべて製品の価格に上乗せすると、

製品は売れなくなる。このような小売庖でも製品を販売できるようにす

るためには、これら小売屈には流通にかかる費用以下の価格で卸し、そ

の損失をスーパーマーケットなど流通費用の安い庖舗への却売で穴埋め

しなければならない。ポズナーは、これを実現するには、ボトラーに排

他的販売地域を与え、ボトラー聞の競争を排除し、ボトラーの販促活動

に他のボトラ}が只乗りすること防ぐ必要があるとする。なぜなら、あ

るボトラーが販売量の少ない小売業者に低価格で製品を提供することに

より当該製品を販売する小売業者を増やそうとしても、ボトラー聞に競

争があれば、他のボトラーがスーパーマーケットなどの流通にかかる費
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用の安い小売業者に低価格で製品を提供するので、費用以下の価格で少

量販売の小売庖に製品を却したボトラーは、低費用の小売業者との取引

でその損失を埋め合わせることができなくなるということである740

次に、ーブランド製品の産出量が増加すれば、総余剰が増加するとい

う理論についてであるが、ボズナーは、詳しい説明をしていない。制限

行為を行った製造業者の産出量が増加すれば、競争促進的で、減少すれ

ば反競争的であると述べるのみである75。おそらく、市場における他の

プランド製品の産出量は一定と仮定し、垂直的制限の対象となったブラ

ンド製品の産出量増加分を単純に足しているのであろう。

第2款 十分なテFイーラー・サービスが提供される理由

ポズナーによれば、ディーラーは、垂直的制限によって得た利益を必

ず特別サービス提供のために使う。これはなぜ、であろうか。ディーラー

は、この利益を資金としてサービスを提供することをせず、利益を懐に

入れることはないのであろうか。これについてポズナーは、垂直的制限

が課されれば、ディーラーは、限界費用が再販売価格に一致するところ

までサービス提供のための支出を増やすと言う 760このようなディーラー

の行動の理解は、シカゴ学派の事実認識の方法に起因するものである。

シカゴ学派は、現実の市場を、新古典派経済学の競争モデルに引き付け

て理解しようとする。そして、ポズナーは、製造業段階においては寡占

や独占が生じうることを認めるが、卸売と小売の段階は、非集中的で激

しい競争が行われていると現実を認識する77。つまり、ディーラーが製

品を販売する市場は、完全競争に近い状態になっているとするのである。

そうであるとすると、製造業者がサービス提供を強制しなくても、ブラ

ンド内の価格競争を抑えてディーラーに資金さえ提供すれば、競争圧力

が働くため、ディーラーは、販売を伸ばすためにできるだけ多くの特別

サービスを提供しようとする、すなわち活発な非価格競争を行うのであ

る780

i主
l垂直的制限の行為態様については、第1章2節2款を参照。
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2根岸哲ほか『独占禁止法概説j193頁以下、 255頁以下(有斐閥、第2版、

2003)、実方謙二『独占禁止法.J262頁、 277頁以下、 315頁以下(有斐問、第4

版、 1998)、岸井大太郎ほか『経済法:独占禁止法と競争政策.J183頁以下、

202頁以下(有斐問、第4版、 2003)などを参照。

3例えば、実方・前掲263頁。

4不当な取引制限などでは、規制により生じる社会的厚生の変化を、「公共の

利益に反してJに含まれるものと解すれば、違法性判断の要素となるという意
味では、実質的に、競争の実質的制限の中に読み込むことと同じ結果になるが、

これは多数説の支持するところではない。

5来生新『経済活動と法j61頁(日本放送出版協会、 1987)0r独占禁止法と経
済理論(l)J横国2巻2号63-65頁(1994)。

6大録英一「独禁法の体系と一定の取引分野における競争の実質的制限J駿河
台17巻2号41頁以下 (2004)。他に、「垂直的制限については)ー(3)未完J香11117巻
1号41頁以下 (1997)、17巻4号653頁以下、 18巻 1号195頁以下(1998)を参照。

7川演昇ほか『ベーシック経済法:独占禁止法入門.J(有斐閣、 2003)0 

B 白石は、経済理論を積極的に導入する姿勢は見せていないが、公正競争阻害

性判断における考慮要素を限定しない立場をとるので、経済理論を取り入れる

ことを否定するものではない(白石忠志「公正競争阻害性一一ー安全性と公正

競争阻害性」今村ほか編『独禁法審決・判例百選J137頁(有斐閣、第5版、
1997)参照)。

9例えば、実方謙二『独占禁止法と現代経済.1244頁(成文堂、増補版、 1977)参照。

10例えば、実方・前掲注(2)1 -4頁を参照。

1J Continental T. V.， Inc. v. GTE Sylvania， Inc.， 433 U. S. 36 (1977). 

12 Monsanto CO. v. Spray司RiteService Corp.， 465 U. S. 752 (1984). 

13 Business Electronics COrp. v. Sharp Electronics Corp.， 485 U. S. 717 (1988) 

14アメリカの再販規制に関する我が国の研究では、すでに、学説分類の軸と

して反トラスト法の目的を用いた論文が存在する。佐藤潤「最近のアメリカに

おける再販規制の動向(1)-(5完)J公取566号57頁以下(1997))、 567号62頁以下、

568号65頁以下、 569号53頁以下、 570号70頁以下は、学説の紹介は簡略なもの

に止まっているが、再販の弊害に関する最近の論文を、「経済効率性の観点か

らJ主張を行うもの、「消費者保護の観点からJのもの、および「フェアネス
の観点からJのものの三つに整理している。前二者が経済的目的を重視するも
の、後者が政治的目的を重視するものである。土田和博「アメリカ反トラスト

法における垂直的制限規制についてJ法経論集(静岡大学法経短期大学部)72 
巻39頁以下 (1994)は、最低再販に関する学説を、経済効率性を唯一または主

要な目的とするシカゴ学派と、「経済主体の自律性、独立性の維持、経済的権

力の少数者への集中の防止等を強調jする非シカゴ学派に分けている。これは、
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経済的目的を重視する学説と政治的目的を重視する学説を対比するものである。

また、川浜・後掲注(25)からも反トラスト法の目的は何かという問題意識が窺

われる。

反トラスト法の目的という視点からアメリカの垂直的制限規制を論じたもの

として滝川敏明「垂直的地域制限・顧客制限規制をめぐる問題点一一米国の

判例と学説から一一(上) (下)J公取333号16頁以下、 334号24頁以下 (1978)

が存在する O これは、垂直的非価格制限規制を論じる上において、規制j目的に

ついて検討する必要があることを指摘している。滝川は、反トラスト法の主要

目的は「競争促進による経済効率性の増大jであるが、同時に競争促進以外の

公共政策的目的の実現が要請されているかどうか、またこれらの目的は両立し

得ないものなのかどうかについて検討する必要があるとする。これは、経済的

目的の重要性を前提としながら、政治的目的をどの程度考慮すべきかという問

題を提起するものであると言える。

15 Standard Oil CO. V. United States， 221 U. S. 1 (1911). 

16 Chicago Board of Trade v. United States， 246 U. S. 231， 238 (1918). 

17アメリカの反トラスト法論文では、 dealerとdistributorの両方が使われ、い

ずれも小売業者と却売業者の両方を含めた意味で用いられていると思われる。

従って本稿でも、ディーラーと流通業者を同義として扱い、いずれも小売業者

または卸売業者を指すものとする O

18本稿では、垂直的取引拒絶も検討対象から外す。垂直的取引拒絶は、典型

的には、製造業者が特定のディーラーとの取引を何らかの理由で断るものであ

る。訴訟においては垂直的非価格制限として扱われることがあるo しかし、外

形的にはディーラーになんらの制限も課していない単独の取引拒絶である。

従って、本稿では、垂直的制限には含めない。

19ポズナーは、 RichardA. Posner， The Next Step in the Antitrust Treatment of 

Restricted Distribution: Per Se Legality， 48 U. CHJ. L. REV. 6， 8 (1981)で、 purely

vertical restrictions on distributionという表現を用いている。これは、本稿の「純

粋な垂直的制限jと同義である。

20反トラスト法の目的について研究した邦語論文としては、谷原修身『独占

禁止法の史的展開論.1137-192頁(信山社、 1997)がある。

21ボーリングは、「最高裁は、一貫して反トラスト法の目的は競争の促進であ

ると述べてきたJが、この「競争の促進Jは柔軟な概念で、「経済的含意とと
もに政治的価値および社会的価値を含むものJであると述べている。 (WiIliam
B. Bohling， A Simplified Rule of Reason for Vertical Restraints: lntegrating Social 

Goals， Economic Analysis， and Sylvania， 64 IOWA L. REv. 461， 465 (1979)) 

22政治的目的をも重視する立場から書かれた垂直的制限に関する論文として

は、次のようなものがある。 JohnJ. F1ynn & James F. Ponsoldt， Legal Reasoning 

北法55(5・337)2191 [30] 



論説

and the Jurisprudence of Vertical Restraints: The Limitations of Neoc/assical 

Economic Analysis in the Resolution of Antitrust Disputes， 62 N. Y. U. L. REv. 1125 

(1987)， reprinted in LAWRENCE A. SULLlVAN， ET AL.， REVITARIZING ANTITRUST IN 

THE SECOND CENTURY: ESSEYS ON LEGAL， ECONOMIC AND POLlTICAL POLlCY 

271-304 (HarηFirst， et aJ. eds.， 1991). James F. Ponsoldt， The Enrichment of Sellers 

ω a Justification for Vertical Restraints: A Response ωChicago's Swiftian Modest 

Proposal， 62 N. Y. U. L. REv. 1165 (1987). Jean Wegman Burns， Vertical Restraints. 

勾'ficiency，and the Real World， 62 FORDHAM L. REv.597 (1993). 

23フリンとポンソルドは、反トラスト法の目的は何かを問うときに、この法

律を制定した議会の意図に着目する。フリンらは、立法史の研究成果は、議会

が複数の目的を念頭に置いていたことを示しているとし、その最も簡潔で正維

な要約は、フォックスの石汗究によるものであるとする。そのフォックスによる

要約とは、「反トラスト法には歴史的に四つの主たる目的があり…それらは、

(1経済力の分散、 (2)長所に基づき競争する自由と機会、 (3)消費者の満足および

(4)市場統治者としての競争過程の保護であるjというものである(Flynn& 

Ponsoldt， id. at 1138 (quoting Eleaner M. Fox， The Modernization of Antitrust: A New 

Equilibrium， 66 CORNEL L. REv. 1140， 1182 (1981)))。フリンらは、これらを政治

的な目的であると位置付ける。

24小規模事業者の保護に熱心であった論客として、 1916年から1932年まで辰

高裁の判事であったルイス・ D・プランダイスを挙げることができる。 (See，

W町 enS. Grimes， The Seven Myths ofVertical Price Fixing Politics and Economics of 

a Century-Long Debate， 21 Sw. U. L. REv. 1285， 1294 (1992).プランダイスについ

て紹介した邦語文献としては、太田洋rr競争Jにみるアメリカ社会の特徴一一
日本との比較J74-78頁(東京書籍、 1989)および谷原・前掲注(20)147-148
頁がある。)

25アメリカにおける再販の配分的効率性への影響に関する学説を詳細に検討

したものとして、川浜昇「再販売価格維持規制の再検討一一一公正競争阻害性

を中心にー一一(一) ~ (五)未完J論叢136巻 2号1頁以下、 3号l頁以下
(1994)、137巻1号 l頁以下、 3号 1頁以下 (1995)、139巻4号 1頁以下

(1996)がある。この論文では、経済学論文も含めた検討を行っているが、本

稿は、原則として法学雑誌に掲載されたものを対象とする。

26ポズナーはこれを「価格理論のレンズを通して反トラストj去を見るjと表

現している (RichardA. Posner， The Chicago School of Antitrust A聞かsis，127 U 

PA. L. REV. 925， 928 (1979))。

27 RICHARD A. POSNER， ANTITRUST LAW 2 (2d ed. 2001). 

28 Cf Posner， supra note 19， at 20; ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 13， 15，27 (5th ed. 

1998). 
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垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

29反トラスト法の目的は一つであると考える場合、ブランド内競争制限効果

とブランド問競争促進効果の比較衡量は、複数利益の衡量ではなく、純粋な事

実問題になるo ポズナーなどのように、反トラスト法の目的は総余剰の増加の

みであると考えると、裁判所が行う比較衡量とは、余剰を減少させる要因と余

剰を増加させる要因を比較して、差し引きで減少させる作用と増加させる作用

のいずれが残るかを判断することである。

このような考え方に基づきポズナーは、ブランド内競争とブランド問競争の

比較衡量は、二つの点で誤っていると言う。第一の誤りは、ブランド内競争へ

の効果とプランド問競争への効果を天秤に掛けることにより、制限行為が競争

制限的か競争促進的かを判断できると考えていることである。第二の誤りは、

「市場は、自動的にブランド内競争とブランド間競争を比較衡量 (trade off) 

しており、社会的厚生を最大化する両者の組み合わせを生み出している、とい

う事実を無視していることであるJ(Posner， supra note 19， at 19)。
また、ポズナーと立場を同じくするイースターブルクは言う、裁判官は、経

済的損失が競争的損失を上回るかどうかを評価できず、それどころか、ほとん

どの事業行為の厚生的意味は、経済学者の知力の及ばないところにある

(Fr佃 kH. Easterbrook， Vertical Arra噌 ementand the Rule of Reason， 53 ANTITRUST 

L. J. 135， 153 (1984))。比較の対象は、経済厚生つまり生産者余剰または消費者

余剰を増減させる要素なのであり、この厚生の計算は不可能であるというので

ある。

30 ROBERT H. BORK， ANTlTRUST PARADOX: A POLICY AT WAR WITH ITSELF 91 

(1993). 

31 RICHARD A. POSNER， ANTITRUST LAW: AN ECONOMIC PERSPECTIVE 11 (1st ed. 

1976). 

32今井賢ーほか『価格理論1Ij 107頁(岩波書応、 1971)。

33シカゴ学派の理論について検討した我が国の文献として、)11浜昇rr法と経
済学』と法解釈の関係について一一一批判的検討一一(ー)(二)(三)(四・完)J

民商108巻6号22頁以下、 109巻 1号 l頁以下、 2号 1頁以下、 3号 1頁以下

(1993)がある。

34 この点に注意を喚起するものとして、川浜・前掲注(25)136巻2号17司18頁

がある。

35小西唯雄『産業組織政策J105頁(東洋経済新報社、 2001)。
36 Oliver E. Williamson， Economics as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs， 

58 AM. ECON. REV. 18，23-24 (1968). (ウィリアムソンは、所得分配、政治的目

的、技術進歩、独占力が経営者裁量 (manageri討 discretion)に与える影響など

も考慮要素となりうると述べている。)

37 OLIVER E. WILLIAMSON， ECONOMIC ORGANIZATION: FIRMS， MARKETS AND 
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POLICY CONTROL 235 (1986).邦訳はO. E. ウィリアムソン(井上薫訳)rエ
コノミック・オーガニゼイション:取引コストパラダイムの展開j(晃洋書房、

1989)。本文鍵括弧内は邦訳292頁を引用。

38 Id. at 203. (邦訳248頁を引用)

39 HERBERT HOVENKAMP， FEDERAL ANTITRVST POLICY: THE LA W OF COMPETI-

TION AND ITS PRACTICE @@ 11.1-.3 (2d ed. 1999). 

ホーペンキャンプは、垂直的制限が反競争的効果を伴う場合があることを認

めているが、多くの垂直的制限は、反競争的効果の理論では説明できないと述

べている。ほとんどの製造業者は、垂直的制限を、産出量を減少させるような

価格拘束のためではなく、小売業者を促して製品をより活発に且つ効率的に販

売させるために用いるのであると述べている。そして、それは、多くの場合、

只乗り問題を解決しようと意図したものであるとする o ホーペンキャンプは、

複数の只乗理論を紹介した後に、特定の只乗理論で広い範囲の垂直的制限を説

明することはできないのであり、またその必要もないと述べる。只乗りの形態

は一つではなく、個々の状況にあった垂直的制限が選択されることになるから

である。

40参照、石原敬子『競争政策の原理と現実一一アメリカの反トラスト政策を

めぐって一一一j34頁(晃洋書房、 1997)0

41 ホーペンキャンプは、立法史や判例の検討から、反トラスト法の目的は一

つではなく、また経済的目的の他に非経済的目的も含まれていることを指摘し

ている (HOVENKAMP，supra note 39， at 47-48)。

42 Herbert Hovenkamp， Distributive Justice and the Antitrust Laws， 51 GEO. W ASH. L. 

REV. 1，28 (1982). 

。Id.
44 Id. at 4. 

45 ピトフスキーは、政治的目的を軽視すべきでないとしながらも、反トラス

ト法は、「ときには、あまり効率的でない小規模事業者の消滅を容認して、競

争過程を維持するJものであると述べている (RobertPitofsky， The Political 
Content of Antitrust， 127 U. PA. L. REV. 1051， 1059 (1979))。またグライムズは、

小規模事業者の保護などを含む競争の「公正さ」を確保するという目的は、「多

くの場合、経済的目的の中に取り込むことができるJと述べている。すなわち、
経済的目的を中心に考えても、公正という価値基準に反するような結果が生じ

ることは少ないと考えているのである (Wa汀巴nS. Grimes， 8rand Marketing， 

Intrabrand Competition， and the Multibrand Retailer: The Antitrust Law of Vertical 

Restraints， 64 ANTITRVST L. J. 83， 93 (1995)) 0 

46ゼレク、スタン、ダンフィも同様の立場に立つものと思われる (EugeneF. 

Zelek， Jr.， Louis W. Stern， & Thomas W. Dunf，巴e，A Rule of Reason Decision Model 

[33] 北法55(5・334)2188



垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1)

after Sylvania， 68 CAL. L， REv， 13 (1980))。
47フォックスとサリパンは、シカゴ学派と対立する見解を有する論者を伝統

主義者または現実主義者と呼び、その考え方を次のように整理している。

「反トラスト法は、過程としての競争を維持し、威圧的な市場行動と搾取的

市場行動を抑制し、競争者間の競い合いに資する環境を維持することを目的と

して、制定された。

議会が競争に価値を見出した主たる理由は、それが、力のある企業が過度に

高い価格を設定して、消費者を搾取することを防ぐことにあった。(そのよう

にすることにより、競争は、経済学者がいうところの「配分的効率性Jを高め
ることになる。)競争に価値があるもう一つの理由は、それが浪費を減らし(経

済学者が注目する rx非効率性J)、技術革新を促進する(経済学者がいうとこ
ろの「動態的効率性J)ことにある。反トラスト法の中心的概念は、競争であっ

て効率性ではない。…J(Eleanor M. Fox & Lawrence A. Sullivan， Anchoring 
Antitrust Economics - Lexicon. in REVITALlZING ANTITRUST IN ITS SECOND 

CENTURY: ESSA YS ON LEGAL， ECONOMIC， AND POLlTICAL POLlCY 68 (Harry First， 

Eleanor M. Fox & Robert Pitofsky eds. 1991)) 

この中にも、配分的効率性、消費者利益の保護、動態的効率性の三要素が含

まれている。

48反トラスト法における消費者の搾取を防ぐ目的について論じたものとして、

Rob回.H. Lande， Wealth Transfers as the Original and Pri削 ηConcemof Antitrust: 

The F;，伊ciencyInterpretation Challenged， 34 HASTINGS L. J. 65 (1982)がある。ラン

デイは、立法史の研究から、反トラスト法の第一次的目的は、配分的効率性を

高めることではなく、消費者から企業への富の不当な移転を防ぐことであると

結論付ける。そして、その他の目的は、これの下位に置かれるとする (Id. at 

68-69)。

反トラスト法の目的は消費者厚生(消費者余剰のよって測定される)を最大

化することにあるとして最低再販の違法性を論じるものに Te町R.Weiss， The 

Dealer-Services Rationale戸rResale Price Maint印刷ce:Does the Manufacturer 

Really Know Best ?， 30 ST. LoU¥s U. L. J. 517(1986)がある。
49 Grimes， supra note 45， at 92-93. 

50 Pitofsky， supra note 45， at 1051. 

51 Robert L， Steiner， The Nature ofVertical Restraints， 30 ANTITRUST BULL. 143， 147 

(1985). 

52詳しくは第8章2節1款 l項および2項を見よo

53シカゴ学派も、動態的側面をまったく無視しているわけではない。ボーク

は次のように述べている。完全競争モデルの図は、「静態的な状態を表してい

る。しかし、現実には、価格と費用は変化しており、科学技術と組織構造も変
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化しており、また製品を改善する努力が続けられている。従って、ほとんどの

産業においては、長期的に価格が限界費用に等しくなることは、ありそうにな

い。市場での競い合いは、いかなる闘で表されるものよりももっと複雑で発展

的な過程である。分析における致命的過ちは、図のこの限界を忘れたときに起

きる。J更に、ボークは、完全競争モデルは「経済の力が企業を動かして至ら
しめる最終的状況を示している」と述べている (BORK，supra note 30， at 95)。

しかしこれは、ポークが、反トラスト法の市場分析において、動態的効率性

を考慮することを宣言している一文ではない。むしろ、ポークは、静態的分析

の限界を知ったうえで、その範囲内で議論をすべしと述べていると理解できる。

この点について、小西は次のように述べている。「ときおり『ハーバード学

派の手法は静態的であるのに対して、シカゴ学派は、カーズナーにみられるよ

うに動態的だJといった指摘がなされる。しかしながら、シカゴ学派が価格理
論に基礎をおくという以上、その手法は、ある意味で、はハーバード以上に静態

的というべきかもしれない。少なくとも、シュムベータ一流の動態的競争議の

ような『動態的』性格を持つとはいえないであろう。j(小西・前掲注(35)

107-108頁)

日只乗理論派においては、利益衡量は問題とならない。シカゴ学派は、反ト

ラスト法の目的はただ一つであると考えるので、利益衡量は必要ない。複数の

目的があるとする論者も、配分的効率性を最も重要な目的と位置付けるので、

垂直的制限は只乗りを防止することによって配分的効率性を向上させると考え

る限り、利益衡量の余地はない。

55他に、只乗理論を支持するものとして、 Robert1. Lamer， Vertical Price Re-

straints: Per Se or Rule of Reωon ?， in ECONOMICS AND ANTITRUST POLICY 123 

(Robert J. Lamer & James W. Meehan， Jr.， eds. 1989)、ThomasA. Piraino， The Case 

for Resuming the Legality of Quality Motivated Restrictions on Distribution， 63 NOTRE 

DAME L. REV. 1， 13-15 (1988)、LawrenceJ. White， Vertical Restraints in Antitrust 

Law: A Coherent Model， 26 ANTITRUST BULL. 327 (1981)、 Wes1eyJ. Liebe1er， 1983 

Economic Review of Antitrust Developments: The Distinction between Price and 

Nonprice Distribution Restrictions， 31 UCLA L. REV. 384， 388 (1983)などカ宝あるO

56 Lester G. Te1ser， Why Should Manufactures Want Fair Trade 人3J. L. & ECON. 86 

(1960). 

57 1d. at 87. 

58 Jd. at 89. 

59 1d. at 91-92. 

60 Jd. at 95-96. 

ポズナーは、シュウイン判決がなされた当時、テルサーの分析が余り影響力

を持たなかった理由の一つは、多くの経済学者が、垂直的制限によって促進さ

[35] 北法55(5・332)2186



垂直的制限の反競争的効果に関する反トラスト学説の検討(1 ) 

れる特別サービスが消費者に与える影響に半信半疑であったことであると述べ

ている (RichardA. Posn巴r，The Rule of Reason and the Economic Approach: 

Reflection on the Sylvania Decision， 45 U. CHI. L.厄V.1，4 (1977))。
61 Telser， supra note 56， at 92. 

62 ld. at 93-94. 

63 Id. at 94. 

64ポズナーは、垂直的制限の競争影響を説明する幾つもある理論の中から、

なぜ只乗理論のみを採用したのであろうか。それは、川浜によると、この理論

のみが効率性の増大と誘引整合的であり、合理的選択論から説明のつくもので

あるからである。只乗理論は、私的利益を最大化させる選択を行うという人間

の行動性向、および資源を効率的に配分する市場の仕組みに整合するものであ

る。「法と経済学jを思索の基盤とするボズナーにとっては、理論的に美しい

説明なのである。詳しくは、川j兵・前掲注(25)136巻2号21-23頁を参照。

65ボークは、 1966年の論文で、垂直的制限の総余剰を増やす効果として只乗

り防止の他に、次のものを挙げている。地域制限については、十分な収益を得

るのに必要な規模の市場をディーラーに与えること(生産効率性の問題)、お

よび複数のディーラーが共同でサービスを提供しており、サービスの重複がそ

の効果を損なわせる場合に、これを防ぐことである。再販については、すべて

の小売庖における品質の統ーを助けること(例えば、ガソリンスタンドのサー

ビス)、およびディーラーに相当の利益を与えることにより、地域制限を道守

させることである (RobertH. Bork， The Rule of Reason and the Per Se Concept:・

Price Fixing and Market Division (pts. 2)， 75 YALE L. J. 373， 438， 449-50， 454-57 

(1966))。

しかし、筆者の知る限りでは、その後これらの競争促進効果は、垂直的制限

の議論で取り上げられていない。ボーク自身も、垂直的制限の効率性向上効果

のうち最も明確なものは、只乗り防止効果であると述べている (BORK，supra 

note 30， at 290)。

66 Posner， supra note 60， at 4. 

67テルサー自身は、 1990年の論文で、すべての再販が有形の商品と組み合わ

された特別サーピスによって説明できるわけではないと述べている。そして、

「このような間違いに私は関与していなかった」と付け加えている(LesterG. 

Telser， Why Should Manufacturers Want Fair Trade II人33J. L. & ECON. 409， 410 

(1990))。

68垂直的制限の競争影響について裁判所が採用すべき判断枠組として、ポズ

ナーは、垂直的制限を当然合法とすることを提案する (Posner，supra note 19， at 

25)。垂直的制限を当然合法とすべきという主張は、ポズナーの反トラスト法

の目的に関する考え方および垂直的制限の経済的効果に関する認識からすれば、

北法55(5・331)2185 [36] 
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当然の帰結である。ポズナ}においては、反トラスト法の目的は、配分的効率

性を高めることただ一つであり、垂直的制限は、只乗りを防止することにより、

必ず総余剰を増加させるものであると認識している。従って、垂直的制限が反

競争的効果を有することはないのである。

ただ、ポズナー自身、当然合法を主張した1981年当時、純粋な垂直的制限を

当然、合法とすべきという提案が、実務において近い将来に採用されるとは考え

ていなかった。そこでポズナーは、次善の策として、市場力の飾を用いること

を提案した (Id.at 25)。これは、多数の連邦控訴裁判所に採用されるところと

なった(第4章3節を参照)。

69 United States v. General Motors Corporation， 234 F. Supp. 85 (S. D. Cal. 1964)， 

rev' d， 384 U. S. 127 (1966). 

70この事件の詳しい事実関係は、次のようなものである。

GMは、シボレーの他複数のブランドを持つ自動車の製造業者である。シボ

レーの車は、通常、 GMとフランチャイズ契約を締結したディーラーによって

販売されている。ディーラーは、 GMから車を購入し、それを消費者に販売す

る。 GMとディーラーの関係は、統一的なディーラー販売契約で規定されてい

る。この契約には、ディーラーが販売する相手方や販売できる地域を制限する

条項はないが、販売拠点条項を含んでいた。これは、ディーラーが、 GMの事

前の承認なしに、販売拠点を移転すること及び支庖等を新たに作ることを禁止

するものであった。

1950年代末から、安売り庖が、ロサンゼルスで、新車を低価格で販売し始め

た。これらの庖は、フランチャイズ・ディーラーから車の供給を受けていた。

1960年までに、多くのシボレー・ディーラーは、 GMの承認なしに、安売り庖

と提携関係を結ぶようになっていた。安売り庖は、シボレーが低価格で買える

ことを活発に宣伝した。安売り庖は、複数製造業者の車を扱っており、車を買

おうとする者は、これらの安売り庖に行きパンフレットや価格表を見るのが常

であった。

ディーラーと安売り庖の関係は、多様であった。安売り広が顧客にディーラー

を紹介するだけの場合、前者では、自動車は、ディーラーと安売り庖が事前に

取り決めた価格で販売された。安売り庖が顧客と直接交渉し、顧客の車を買い

取り、新車購入のための融資を決める場合もあった。この場合、ディーラーは、

車を用意し、所有権を直接顧客に移転させた。

1960年、ロサンゼルス地区にある85のシボレー・ディーラーのうち、安売り

庖に車を提供したのは12庖ほどあった。また、同年、同地区で販売された

100，000台の新車のシボレーのうち、約2，000台が、安売り屈を通して販売され

たものであった。あるシボレー・ディーラーは、年間販売の25%を安売り庖を

通した販売から上げていた。また、他のあるディーラーは、一年間に400から
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525台を安売り庖を通して販売した。これらの販売量が増えるにしたがって、

安売り庖の近くにある安売り庖と提携していないシボレー・ディーラー(以下、

非提携ディーラー)は、売り上げを落とし、危機感を持ち始めた。

非提携ディーラーには、更に頭の痛い問題があった。シボレーを購入した顧

客は、 GMと新車の保証・サーピス契約を結ぶのだが、 GMは、ディーラーに、

自分が販売した車であるか否かに関わらず、この契約にある無料サーピスを提

供するよう求めていた。彼らは、安売り庖で販売されたシボレー車の無料サー

ビスもしなければならなくなり、その数が年を追って増えていた。一方、安売

り庖は、どこのシボレー・ディーラーでもこのようなサービスが受けられるこ

とを、盛んに宣伝していた。

このような状況に直面して、シボレー・ディーラーで作る団体は、 GMに対

して、提携ディーラーに安売り庖への新車供給を止めさせるよう強く要求した

(ロサンゼルス市とその周辺のシボレー・ディーラーの団体は、三つあり、こ

の地域のすべてのシボレー・ディーラーは、これらの一つまたはそれ以上の団

体に所属していた)。これを受けてGMは、提携ディーラーを説得し、安売り

庖との提携関係を解消させた。

訴訟の経緯は、次のようなものである。司法省は、 GMとこのディーラ一三

団体の行為は、シャーマン法1条に違反するとして、民事訴訟を提起した。地

裁は、被告の聞に共謀はないとして、被告を勝たせた。司法省は、これを不服

として最高裁に直接上訴。最高裁は、共謀を認め、価格を拘束し競争者を排除

する違法な行為であるとして、原審判決を取り消した。

7¥ ジェネラル・モーターズ事件の詳しい事実関係を見ると、ポズナーの理解

は当たっていないように思われるO この事件では、安売り宿は、活発に宣伝を

行っており、車のパンフレットや価格表を揃えるなど、販売前の情報提供を行っ

ているのである。更に、この事件で問題となったサーピスは、新車販売後に行

われる修理等のサービスである。従って、特別サーピスに安売り庖が只乗りし

たと説明するには無理があるように思われる。

72 POSNER， supra note 31， at 160. 

73 Coca-Cola Co." 91 F. T. C. 517 (1978).この事件は、以下のようなものである。

被審人コカコーラ・カンパニー(以下、コカコーラ社)は、コカコーラその

他の清涼飲料(ファン夕、スプライトなど)の原液をボトラーに販売していた。

ボトラーは、コカコーラ社のライセンスを得て、購入した原液から清涼飲料を

製造し、コカコーラ社の商標を付けて小売業者に販売した。ライセンスを他社

に売り渡して事業から撤退することは自由であったOコカコーラ社は、ボトラー

に排他的販売地域を与えて、その割当地域内でのみ販売することを許した。更

にボトラーは、小売業者による商品の横流しを防止する義務を負っていた。そ

の一方でボトラーは、製品の生産量、種類、販売価格を決定することができ、
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瓶、蓋、自動販売機、車両などは、コカコーラ社が承認した範囲内で選択する

ことができた。しかし、ボトラーは、小売店の規模によって販売価格に差をつ

けることはせず、利益のでない小売庖にも販売した。ボトラーは、製品を個々

の庖舗に配送し、チェーン庖方式の小売庖であっても、物流倉庫に配送するこ

とはなかった。小売庖を巡回するボトラーの販売員は、期限の切れた製品を新

しいものと交換した。また、ボトラーは、コカコーラ社以外の清涼飲料を取り

扱うことも禁じられておらず、半数以上のボトラーが競合他社から清涼飲料の

ライセンスを受けていた。

審判開始決定がなされた1971年には、ボトラーは729社あり、そのほとんど

は小規模な独立の会社で、家族経営のものが多かった。ボトラーには、独立系

のものとコカコーラ社の子会社とがあった。子会社ボトラーは、独立では採算

の合わない工場をコカコーラ社が買収したものである。独立のポトラーのうち、

被審人コカコーラ・ボトリング・カンパニー(トーマス)は、割り当てられた

地域で、他のボトラ}に、コカコーラ社の製品を製造販売する排他的なライセ

ンスを与える権限を与えられていた。

市場には、ペプシコーラ、ドクターペッパーなど競合する清涼飲料の製造業

者は多数存在し、プライベイト・ブランドの清涼飲料も強い競争力を持ってい

た。コカコーラ社の清涼飲料は、粉末の清涼飲料やフルーツジュース、コーヒー

などともある程度の競争関係にあった。 1920年以来、清涼飲料の中で最も人気

のあるのがコーラで、コーラ味清涼飲料の種類は多く、 1974年以降は、清涼飲

料の60から65%がコーラ味のものであった。

清涼飲料産業への参入は容易であった。原料を供給する企業は無数にあり、

製品を容器に詰める工場も多数存在した。この工場を、買収、賃借する場合も

あったし、生産委託をする場合もあった。

市場では、価格競争が行われていたほか、プランド間競争は、製品の取り扱

い庖舗数、小売庖への頻繁な配送サービスの提供、自動販売機の設置や無料修

理、製品の試飲会などについても行われた。

コカコーラ製品の市場占有率は、 1971年には20.8%であった。同年の競争相

手であるペプシコーラ製品の市場占有率は、 19.3%であった。いずれの会社も、

1960年から占有率を 2~3%ほど落としている O

デユプレス行政法審判官は、本件の仮決定で、コカコーラ社による地域制限

は、競争促進的であると判断した。排他的販売地域の割当がなければ、三っか

四つの強力な全国ブランドとプライベイト・ブランドのみが生き残り、市場へ

の参入が難しくなり、ボトラーも大規模なもののみが生き残ると予測した。そ

の上で、コカコーラ社の地域制限を競争促進的であるとする理由は、この地域

制限が、小規模ボトラーが市場で生き残ることを可能にし、その結果、市場力

を持つ大規模ボトラーの出現を防いで、多数の小規模ボトラーによる活発な競
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争が行われるからであるとした。

これに対して、 ドール委員は、最終決定で、当該地域制限を反競争的である

と判断した。ドール委員は、コカコーラ社による地域制限は、清涼飲料産業の

動態的側面を損なうものであると述べた。その理由を、同委員はつぎのように

説明する。現代は、製造工程を見ると、手作業による生産から全自動の機械を

使った生産に移ったことにより、ボトラーの生産能力が増大している。また、

道路の整備やトラックの性能向上によりより長距離の輸送が可能となった。こ

のようなことから、ボトラーは、より広い範囲でより大きな規模で事業をする

ことが可能になった(最適事業規模が拡大した)のである。コカコーラ社によ

る地域制限は、このような背景事情の変化によって可能となった生産効率性の

高い事業の実現を妨げるものであるとするのである。

ブランド間競争については、デユフレス審判官は、活発に行われていると認

定したが、 ドール委員は弱まっていると判断した。その理由を二つ述べている。

第一に、ボトラーは、コカコーラ社と競争関係にある原液製造業者の製品をも

取り扱うことである。ドール委員は、これにより、コカコーラのボトラーは、

他の商標製品の価格設定やマーケティングを制御できるようになり、各ブラン

ド製品が互いに販売を食い合わないように価格を設定するであろうと推定する。

更にこれは、ボトラ一段階の市場集中を促進するという。第二に、ドール委員

は、清涼飲料市場において、すべてのブランド製品が排他的販売地域のもとで

流通していることを問題にする。このような地域制限が並列的に実施されてい

る場合、ある割当地域内でブランド間競争が起こっても、他の割当地域に波及

しないので、ブランド間競争は活発化しないという。

74 Posner， supra note 60， at 6. 

75 Posner， supra note 19， at 21，24-25. 

76 Posner， supra note 60， at 4. 

77 Posner， supra note 19， at 24. 

イースターブルクも、小売市場についてポズナーと同様の見解を明らかにし

ている。すなわち、「ほとんどの小売市場は、参入が自由であり、小売業者は

原子的市場 (atomistic market) に非常に近いものである」と述べている (Eas-

terbrook， supra note 29， at 141)。

78 POSNER， supra note 27， at 172では、クラインとマーフィの理論を受け入れ、

製造業者が、競争水準以上の利潤を小売業者に与えることにより小売業者の忠

誠を獲得するために、垂直的制限を用いることがあることを認めている。

* 本稿は、北海道大学審査博士(法学)学位論文 (2003年3月25日授与)に
補筆したものである。
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